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  （浮世絵に描かれる北区） 東京三十六景   あすかやま    （昇斎一景 明治３年～７年) 

  表紙の浮世絵は明治初年の飛鳥山を描いた作品です。富士山の見事な眺望のもと、広々とした山上には寛 

 ぐ庶民の姿が描かれています。昇斎一景は風俗画、風景画で知られる絵師ですが、生没年未詳で作画期が明 

 治初期に限られるため、作品は当時の文明開化を図る資料にもされると聞きます。本作でも右手前の茶屋にい 

 る男性二人はちょんまげにズボンと洋装で描かれており和洋折衷です。（北区飛鳥山博物館所蔵） 
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「法改正と仕事と家庭の更なる両立」 

           王子労働基準協会支部 基準部会長  佐藤 圭太        

（東日本旅客鉄道株式会社 首都圏本部） 

 

 

会員の皆様におかれましては、平素より王子労働基準協会支部の活動に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

 さて、10 月 1 日より改正育児・介護休業法に基づく、「柔軟な働き方を実現するための措置等」「仕事と育児の

両立に関する個別の意向聴取・配慮」の制度改正が始まりました。 

厚生労働省が実施した令和 6 年度雇用均等基本調査によれば、令和 4 年 10 月１日から令和 5 年 9 月 30 日ま

でに在職中に出産した女性のうち育児休業を開始した方は 86.6％でしたが、配偶者が出産した男性のうち、育児

休業を開始した方は 40.5％でした。前回調査より男女共に増加（令和 5 年度女性 84.1％、男性 30.1％）してい

るものの、未だに育児休業を取得している男性は半数にも届いていない状況です。 

 なぜ男性の育児休業の取得は女性に比して低いのでしょうか。 

育児休業中における収入の減少や業務の繁忙などの理由もあるかとは思いますが、そもそも育児休職を取得し

づらい雰囲気があり、未だに「育児は女性の役割」という考え方が根強く残っているのではないかと考えられま

す。例えば、男性社員から育児休業の相談を受けた時、難色を示すような表情や「取得はルールで決められてい

るけどさ・・・」といった後ろ向きなご対応をされていないでしょうか。 

 こういった職場の雰囲気を変えるのは、制度・ルールを説明するだけではなく、なぜこういった制度ができた

のか、なぜ行う必要があるのかといった本質を繰り返し粘り強く共有を行い、管理者層から意識を変えて一般社

員にも波及させていく必要があります。 

 厚生労働省のホームページに掲載されている資料「育児・介護休業法 令和６年（2024 年）改正内容の解説」

によれば、「少子高齢化が急速に進行する中で、育児や介護による労働者の離職を未然に防止することが求めら

れます」と記載されています。管理者層が各種制度を利用しづらい状況を作り出すと、育児や介護との両立が難

しくなるため、貴重な社員＝人財を失うことになり、結局のところ、企業にとって大きな打撃となりかねません。 

 今回の制度改正では「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」としてテレワークや短時間勤務制度、保

育施設の運営等 2 つ以上の措置を選択して講ずる必要があり、労働者は、事業主が講じた措置から１つを選択し

て利用することが出来ます。また、「柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認」として３歳未

満の子を養育する労働者に対して、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置制度の周知と利用の意向の確認

を個別に行わなければなりません。 

より柔軟に働きやすくなりますが、制度・ルールだけが存在し形骸化してしまっては絵に書いた餅になりかね

ません。管理者に意義と本質を丁寧に説明し、一般社員にも浸透させることで、今以上に働きやすい職場環境を

築いていきましょう。 

  

  

 

 

 

 

 

巻頭言 
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◇ 令和７年度 全 国 労 働 衛 生 週 間 説 明 会 
    

 第７６回全国労働衛生週間 スローガン 

       「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて 

               ストレスチェックで健康職場」 

 

 

 

 

 

 

                        令和７年度全国労働衛生週間説明会が、９月１０日（水）

北とぴあつつじホールにおいて王子労働基準監督署、建設

業労働災害防止協会東京支部北分会との共催で開催され、

約１９０事業場ほどの参加がありました。 

                         説明会冒頭、王子労働基準監督署、小林署長からは「本 

                        年８月に公表された令和６年労働安全衛生調査によると 

メンタルヘルス不調のため１か月以上の休業者や退職者 

がでた事業場の割合は 12.8%に及びます。また、認定され 

た過労死等事案のうち 80％が精神障害事案となっていま 

す。従って、過労死等の防止には長時間労働対策に加えて 

メンタルヘルス対策の推進が極めて重要となります。 

これまで、職場における労働者の健康保持増進という課題 

については、石綿や化学物質などの有害物質への暴露対策が大きなウエイトを 

占めておりましたが、労働災害を減らす上でハラスメント対策を含むメンタル 

ヘルス対策への取り組を欠かすことが出来ません。そのほか、働き方改革への 

対応、労働者の高年齢化に伴う健康課題への対応、治療と仕事の両立支援、石 

綿による健康障害防止や化学物質の自律的管理への対応等、産業保健活動の体 

制や活動の見直しが必要です。令和７年５月には労働安全衛生法等の改正により、労働者５０人未満の事業場に

常時使用する労働者５０人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務付け 

られました（施行日未定）。また、今年６月１日には熱中症による重篤化防止の 

ため「体制整備」などを事業主に義務づけた労働安全衛生規則が施行されていま 

す。労働者の健康保持増進をめぐるこのような状況の中、本日の特別講演と全国 

労働衛生週間実施要綱を参考にして頂き、創意工夫ある、お取り組みをお願いしたいと考えております。」等、の

話がありました。 

 
王子労働基準監督署 小林署長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
王子労働基準協会支部 穂積衛生部会長 

 
王子労働基準監督署 

八尾第二方面安全専門官 

 
建設業労働災害防止協会東京支部 

北分会 越野分会長  
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続いて、王子労働基準協会支部、穂積衛生部会長からは、本年の「全国労働衛生週間」のスローガンである 

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉について「仕事と家庭、趣味や休養の時間をうまく調整することで、

毎日の生活がより豊かになるという考え方ですが、その背景には少子高齢化や共働き世帯の増加、長時間労働に

よる健康への影響など様々な社会的な課題がありました。仕事と私生活の調和を図ることは、個人の充実だけで

はなく、職場全体の活力につながる大切な要素ですが、個人の努力だけでなく、企業の制度や職場の風土、社会

全体の理解と支援があってこそ実現できるものでしょう。若い方や非正規で働く方が安定した仕事に就ける、就

業形態や性別等の属性によらず、きちんと評価され、成長の機会を得られること、長時間労働を減らし、休みを

取りやすくして、効率よく働ける環境を整えること、育児や介護などに合わせて柔軟に働ける制度が整っている

こと、等の環境が整うことは働く人の健康が守られるだけでなく、企業の持続的な成長にもつながります。皆さ

まの職場では、日々の働き方と私生活の調和、うまく取れているでしょうか？この衛生週間を機に、少し立ち止

まって、ご自身の働き方を見つめ直してみるのも良いかもしれません。今年のスローガンは、まさにそうした取

り組みの第一歩です。」等の話がありました。 

続いて、建設業労働災害防止協会東京支部北分会、越野分会長からは、本 

日の説明会に出席された皆様にお礼の言葉を述べた後、「只今、ワーク・ラ 

イフ・バランスについてのお話がありました。これは間違いなく大切なこと 

なのですが、どうバランスを取るか中々難しいところがあり、会社がどう取 

るかというより、それぞれがどうバランスを取るかを考えて行くことだと思 

います。暑熱対策のため就業時間を工夫する職場も出てきています。それぞ 

れの職場ではそれぞれの職場の事情に合わせたやり方ありますから、我々自 

身がどうすれば働く人の健康を守り、安全を確保できるのかを考えて行くこ 

とがこれからの時代には必要です。」等の話がありました。 

○ 全国労働衛生週間実施要綱について 

      王子労働基準監督署 小林 要介 署長 

   小林署長からは、常時使用する労働者５０人未満の事業場においてもスト 

レスチェックの実施が義務付けられる等を始めとする「労働安全衛生法及び 

作業環境測定法改正の主なポイント」について説明があり、過重労働による 

健康障害防止対策、職場におけるメンタルヘルス対策、女性の健康課題への 

取組み等、準備期間における実施事項及び労働衛生週間における実施事項に 

ついて説明がありました。 

○ 高年齢労働者の健康確保～快適な職場環境の形成に向けて～ 

      王子労働基準監督署 八尾 第二方面安全専門官 

   八尾第二方面安全専門官からは、高年齢労働者の健康保持増進に向けて、エイジフレンドリーガイドライ 

ンを中心として、安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善、高年齢労働者の体力の状況の把握、高年齢労 

働者の健康や体力の状況に応じた対応、安全衛生教育等、具体的な取り組みについて説明がありました。 

○ 特別講演 「効果的な職場の受動喫煙対策」 

    聖徳大学 教授  東京産業保健総合支援センター 相談員  斎藤 照代 氏 

 職場の受動喫煙対策については、従前から言われているところですが、斎藤様からは「職場の受動喫煙対

策の必要性」「職場の受動喫煙対策の現状」「効果的な職場の受動喫煙対策」等について、それぞれの現状を

踏まえた禁煙の進め方について話がありました。 

その他に、ハローワーク王子企画調整部門川又統括職業指導官より、ハローワークの各種施策お知らせと 

キャリアアップ助成金等各種助成金について説明がありました。 

              

 

王子労働基準監督署 

八尾第二方面安全専門官 

 
王子公共職業安定所 

 川又職業統括指導官 

 
聖徳大学 教授 齋藤照代 様 
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監 督 署 だ よ り  
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（ハローワーク王子だより） 
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. （地産保だより） 
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 会 員 事 業 場 紹 介 

 

事業場名  東京サイレン株式会社 

所 在 地  東京都北区栄町 45 番 11号 

設  立  昭和 25年 5月 25 日 

事業内容  消防機器 製造販売 

従業員数  65 名 

       

 

会社沿革 

昭和 9 年 6 月 東京都墨田区に東京サイレン製作所を創業 

昭和 14 年 6 月 合資会社東京サイレンと社名変更、本社を東京都台東区御徒町に設置 

昭和 25 年 5 月 東京サイレン株式会社に組織変更、東京都北区栄町に王子工場を建設 

昭和 33 年 9 月 NM 可変フンムノズルを販売開始 

昭和 52 年 12 月 NM 可変フンムノズルを軽量化した NM-Ⅱの販売開始 

平成 17 年 6 月 国内製造初のガンタイプノズル、NM-V を販売開始 

平成 27 年 3 月 埼玉県東松山市に東松山工場を建設 

 

 

安全衛生の取り組み 

   

1． 安全衛生の意識の徹底 

弊社では、従業員が入社した際、必ず安全衛生管理者より安全衛生教育を実施しています。また、 

朝礼時にラジオ体操を実施し体調を整えるとともに、作業環境や作業工程について常に安全を配慮する 

ようアナウンスを行っております。 

 

2． 残業時間の削減 

弊社では、残業時間の徹底した削減を掲げ作業を行っています。 

繁忙期でやむを得ず残業をすることもありますが、最小と 

なるように日頃より工程の改善を行うなど、配慮しております。 

従業員の疲労蓄積を抑え、短期集中型で作業を行うことができ、 

労働災害が少なくなると考えています。 

また、終業後の時間を有意義に使うことができ、個々の心身の 

回復にも有効的と考えています。 

 

3． 健康への配慮 

定期健康診断の受診率は 100%を保っており、体調不良の際には先ず無理をしない・させないことを徹底し、

状況によっては早期の医療機関での受診を促すなど、従業員の健康に配慮をしております。また、気温が 

26 度以上を超える日の屋外作業時には、こまめに休憩をとり、水分補給をするなどの熱中症対策のガイド

ラインを作成し実施をしています。 

 

 

 

NM-Ⅱ型 噴霧ノズル 

 

 

NM-V-Sガンタイプノズルストッパー付 

 

東京サイレン（株）王子工場 
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〇８月 

◆８・ ５ 会報第２６１号発行 

       （王子労働基準協会支部） 

◆８・２７ 第２回安全衛生合同部会 

       （王子労働基準監督署会議室） 

〇９月 

◆９・１０ 令和７年度労働衛生週間説明会 

       （北とぴあつつじホール） 

◆９・１８ 第２回会報編集会議 

       （王子労働基準監督署会議室） 

王子労基協会報                                   第２６２号（１３） 

           協会だより８月～１０月の主な事業活動 

 

 

 

 

  

 

 

  

  〇１０月 

◆１０・９ 「従業員を守る企業のための 

         助成金セミナー」（中止） 

   （城東職業能力開発センター１階実習室） 

◆１０・２０ 第２回正副支部長会議・幹事会 

           （王子工業会館会議室） 

 

 

編集後記                  総務部会 幹事  関根 昭夫 

                                                   （日本製紙株式会社研究開発本部） 

 

金木犀の甘く爽やかな香りが漂いはじめました、天高く馬肥ゆる秋、過ごしやすい季節となり、会員の皆様

におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 

 ここ最近では、熊出没のニュースが増えてきた。北海道から本州全土の人里にクマが出没し、人間に危害を

与えている。 

東京都でも発見されたとのニュースがあり調べてみたところ、特に奥多摩やあきる野市、青梅市、八王子市な

どの多摩地域に、以前からツキノワグマが生息しているとのこと。元々生息していた熊が、近年、人里近くで

目撃されるケースが増えており、JR東青梅駅から北に約 600メートルの住宅街にも出没し、市が警戒を強めて

いる。 

 かつては奥多摩の山深い地域に生息していましたが、近年、その生息域が東へ拡大しており、2000年代以

降、特に秋季に人里へ出没する事例が増加傾向にある。これは、山の木の実であるブナやミズナラが不作の年

に、餌を求めて人里に下りてくることが主な原因とされていました。 

 近年のツキノワグマは、狂暴化し人間を全く恐れず、危害を与えてしまう個体が多くなっているという。人

間の食べた残飯が原因とも言われ、手っ取り早く餌が手に入る人里の方が効率良く、クマにとってはこの上な

い環境となってしまった。以前、人間はクマから恐れられる存在だったが、我が物顔で会得した人里の餌をク

マは独り占めするために人間を襲っているように思える。 

 毎年、熊による被害が出たニュースがあるが今年は特に多いように思う。今後は人間と熊の住み分けと言っ

たボーダーラインが必要であり、それを見つけ対策するのは人間の役目となる。 

 

末筆ながら会員のみなさまの益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

 

 
 

〇令和７年度安全衛生表彰式のお知らせ 

日時 令和７年１１月２０日  

午後２時００分～ 

場所 北とぴあ１４階 スカイホール 

  （１）表彰式 

  （２）特別講演 

       「外国人労働者に対する 

          メンタルヘルス対策関係」 
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